
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答 え と 解 説 

契約は、基本的にお互いが合意すれ

ば、言葉だけでも成立します。普段

の買い物、電車やバスの利用など、

契約書や印鑑がなくても、私たちは

日々いろいろな契約をして生活して

います。 

契約は、「売ります」「買います」という

意思が合致した時に成立します。宅配

ピザを注文する場合は、注文内容を伝

えて相手が承諾した時です。 

一度契約すると、自分の都合で一方的

にやめる（この場合は返品する）ことは

できません。契約をやめるためには、相

手方との合意が必要になります。 

× 

× 

× 

契約とは、法律上守らなければならな

い約束のことです。お店でＴシャツを

買うのは、売買契約という契約です。

友達との待ち合わせは、通常の約束

です。 
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× 
通常に使用できていた商品に不具合が発生した時は、まずは修

理になります。ただし、修理をしても通常の使用ができないよう

な場合は、完全な商品との交換を求めることができます。購入時

に受け取る商品の保証書は、きちんと保管しておきましょう。 

登録時に有料であることの確認ができなければ、契約は無効と
考えられます。相手にせず、退会の連絡などもしないでくださ
い。連絡したり代金を支払ったりすると、次から次へと請求さ
れてしまいます。 

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、
法律で定める一定の条件に適合すれば、消費者と事
業者の間で結んだ契約を一方的にやめること（解除）
ができる制度です。例えば、消費者が自宅や路上など
で突然勧誘されて、じっくり考えることもできず契約
した場合などです。 

未成年者が法定代理人（両親、親権者など）の同意を得な
いで行った契約は、原則として取り消すことができます。
ただし、おこづかいの範囲の契約、未成年者が詐術（相手
を誤解させるために詐欺的手段を取ること）を用いた場合
などは、取り消しができません。 

通信販売には、クーリング・オフがありません。返
品不可と書かれている場合は、イメージ違いなど
の理由では返品できません。返品ができるかどう
かの条件の表示がない場合は、商品を受け取っ
た日から８日間以内であれば、送料自己負担の
上、返品ができます。 

× 

× 

× 

× 


